
第７回 お金を借りる①
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本資料は、中立・公正な立場から金融経済教育を実施することを目的としており、特定の
金融商品の勧誘を意図しておりません。J-FLECは、インターネットを通じて提供されてい
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が、当該情報が正確である事を保証するものではありません。また、本資料の内容等は予
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いろいろな決済方法

クレジットカードについて

ローンの基礎

「信用」とは
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いろいろな決済方法１
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いろいろな決済方法

○ 皆さんは最近、どこで、どんな物を買いましたか？
○ その時、代金はどうやって支払いましたか？

代金

商品

取引によって発生した義務＝「債務」（その反対が「債権」）
債務・債権を、通貨や財・サービスのやりとりで解消すること＝「決済」
決済の方法にはいろいろなものがあります。

１
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（出所）金融経済教育推進機構「家計の金融行動に関する世論調査」[単身世帯調査] 202４年

現金 クレジットカード 電子マネー
（デビットカード含む）

その他

1,000円以下 ５６．4% 3７．８% 4５．２% 5.２%

1,000円超～
5,000円以下

４１．３% 5６．７% ４２．３% ４．４%

5,000円超～
10,000円以下

3３．４% ６６．６% ３１．４% ４．０%

10,000円超～
50,000円以下

2５．２% 7５．０% ２０．６% ４．０%

50,000円超 2０．３% 7７．１% 1２．７% ５．２%

○日常的な支払い（買い物代金等）の主な資金決済手段については、
1,000円以下までの決済では、「現金」が５６．４%、「電子マネー」が
4５．２%となっています。

○一方、10,000円～50,000円の決済では、「クレジットカード」が7
５．０%、「現金」が2５．２%となっています。

（参考）日常の資金決済手段（２つまでの複数回答）１
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（出所）経済産業省ニュースリリース（202５年3月３１日）「202４年のキャッシュレス決済比率を算出しました」より作成

キャッシュレス決済額および比率の推移

（兆円）

１
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○ クレジットカード払いとは、『買い物の代金を後で支払う方法』
です。

代金は自分名義の銀行口座から、後で引き落とされます。

○ 支払い方法は、買い物をした翌月に1回で支払う『一括払い』
や、3回・6回・10回などに分けて支払う『分割払い』、毎月一
定額を支払う『リボ払い（リボルビング払い）』などがあります。

○ 手元や口座にお金がなくても買い物ができるため、支払い能
力に信用がないと持つことができないカードです。

先月買った
洋服代だね

一括払いで！

支払日 －10,000円

１カ月後

いろいろな支払方法①１
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電子マネーデビット
カード

キャッシュカードのイラスト

特徴 プリペイドとは、「前払
い」という意味。
例えば、3,000円の
プリペイドカードを
買った場合、3,000
円（＋オマケ分）まで
の買い物に使うこと
ができる

支払いを行うと、銀行な
どの口座からその場で
お金が引き落とされる

口座に入っている金額
までなら現金を持たず
に買い物ができる

事前にICカードやスマホの
アプリ等にお金をチャージし
ておき、支払いの際はカード
やアプリの残高から支払わ
れる（事前にチャージをして
いなくても、同時払いや後払
いで利用できることもある）

支払い・
チャージの
タイミング

前払い 同時払い 前払い（同時払いや後払い
のものもあり）

二次元
コード

プリペイド
カード

いろいろな支払方法②１

https://3.bp.blogspot.com/-0PM6KsPSvXU/UgsxeYz2AcI/AAAAAAAAXYI/sWKJkb7ciqE/s800/money_cashcard.png
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コンビニ支払い 代引き

特徴 自分の銀行口座から、
指定された銀行口座に
お金を振り込む

（銀行店舗やATMに行
くだけでなく、スマート
フォンやパソコンでイン
ターネットを利用して振
り込むこともできる）

払込票番号が記載され
た用紙等をコンビニに
持っていき、コンビニの
レジで代金を支払う

コンビニが相手先に支
払ってくれる「収納代
行」という仕組み

購入した商品が届い
たとき、商品と引き
換えに代金を支払う

宅配してくれた人に
その場で支払う

支払い・チャージ
のタイミング

前払い 前払い 同時払い

銀行振込

いろいろな支払方法③１
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デビットカード

代引き

プリペイドカード

銀行振込

コンビニ支払い

キャッシュカードのイラスト

同時払い前払い

クレジットカード

後払い

相対的に安心な決済方法はどれ？

①前払い、②同時払い、③後払い？

支払いのタイミング

電子マネー
二次元コード

１

https://3.bp.blogspot.com/-0PM6KsPSvXU/UgsxeYz2AcI/AAAAAAAAXYI/sWKJkb7ciqE/s800/money_cashcard.png
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支払いの
タイミング

種類 注意点

前払い

プリペイドカード ○商品が提供されないリスクがあります。
○プリペイドカードは、チャージした金額が

不足した場合、不足額は現金で支払います。
○多くのプリペイドカードには有効期限が決

められています。
○銀行振込は、銀行口座の預金残高が足り

ない場合は支払えません。

銀行振込

コンビニ支払い

同時払い

デビットカード
○デビットカードは、銀行口座の預金残高が

不足すると、引き落とし（支払い）ができま
せん。

○代引きは、代引き額を手元に用意してお
く必要があります。

代引き

後払い クレジットカード
○手元にお金がない状態でも使えるため、

使い過ぎる可能性があります。

電
子
マ
ネ
ー
・二
次
元
コ
ー
ド
決
済

決済方法のまとめ１
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クレジットカードについて２
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○クレジットカード発行状況

202４年3月末 2023年3月末 2022年3月末

総数 31,364 30,860 30,101

家族カード 2,479 2,415 2,378

法人カード 1,169 1,201 1,145

（単位：万枚）

（出所）日本クレジット協会 クレジットカード発行枚数調査

○クレジットカード利用状況の特徴

• 1番多く利用しているカードは、１ヶ月あたり平均14.９回、８．３万円の利用。
• 利用理由は、「ポイント・マイルが貯めやすい」（4２％）、「年会費が安い（無料）」

（30％）など。
• クレジットカード決済が多い業種は「スーパーマーケット」 「旅館・ホテル」 「ショッ

ピングモール」「ガソリンスタンド」 「百貨店」 「家電量販店」など。

（出所）株式会社ジェーシービー キャッシュレスに関する総合調査202４年度版

クレジットカードの発行・利用状況２
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暗証番号などの秘匿
情報を格納

ICチップ

カード有効期限
月/年（下2ケタ）

カード会員の氏名 ブランドマーク

カード番号（多くは16桁）

カード会社の
連絡先

注意事項

セキュリティ
コード

磁気ストライプ署名欄

ATMにおける
アクセプタンスマーク

［表面］ ［裏面］

※最近は表面に
カード番号やカード
有効期限の記載が
ないカードもある

・VISA
・Mastercard
・JCB
・American 
Express
・Diners Club

※最近は裏面にカード番号や
カード有効期限を記載している
カードもある

・Cirrus
・PLUS

クレジットカードの一般的な仕様２
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○ クレジットカードは、 利用者・加盟店・クレジットカード会
社の三者による契約です。

○ ショッピング（買い物）のほか、 キャッシング（現金の借
入）に使えます。

利用者 加盟店

商品購入

1

代金
立て替え

2

代金
支払い

3

売買契約

加盟店契約立替払契約
カード会員契約 クレジット会社

◆ ショッピングは割賦販売法、
キャッシングは貸金業法の適用を受
ける。

◆ 個人の返済能力（年齢、収入、勤続年
数など）を審査したうえでクレジット
カードが発行される。

クレジットカードは三者間契約

クレジットの仕組み

２
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○ カードを発行するクレジット会社（イシュアー）と、お店と
契約するクレジット会社（アクワイアラー）が異なる場合
もあります。

○ クレジット会社は世界中に加盟店を持つ国際ブランドと
メンバー契約を結んでいます。

売買契約

加盟店契約

（アクワイアラ―）（イシュアー）

立替払契約
カード会員契約

メンバー契約
クレジット会社 クレジット会社

利用者 加盟店

（参考）四者間契約になることも

【国際ブランド】
・VISA
・Mastercard
・JCB など

２
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消費者
（カード会員） 加盟店

カード
会社

カードの申込み

カード発行

カードを見せて
サイン

（暗証番号の入力）

カード照会

売上データ
を送る

カード承認

売上代金を
立て替え払い

利用代金の請求

利用代金の支払い

商品の提供 ７

５

４

1

２

３

８

６

10

９

クレジットカード利用の流れ２
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※利用限度額をあらかじめ決められていた額から引き下げることや、一時的に引き上げ
ることも可能です。

※手数料などは考慮していません。 ※支払い日が、翌々月の場合。

1月 カード作成

10万円枠

2月 指輪購入
６万円 ４万円枠

3月 洋服購入
４万円

4月 指輪代金
引き落とし ６万円枠

利用限度額10万円まで使えます

6万円利用したので、
その分の枠が減って

あと4万円利用できます

合計10万円利用したので、
これ以上は利用できません

指輪代金（2月利用分）の6万円
が支払われたので

その分の枠が戻ります

利用できる金額 利用（借入れ）額
0  5         10

利用限度額のイメージ

（万円）

２
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先月買った
洋服代だね

一括払いで！

支払日 －10,000円

１カ月後

○ 一括払い

• 利用代金を、翌月（または翌々月）に一括で支払います。
• 次のボーナス月に利用代金を一括で支払う「ボーナス一

括払い」という方法もあります。
• 手数料はかかりません。

クレジットカードによる支払方法①２
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＋手数料

＋手数料

＋手数料

○ 分割払い

• 利用代金を3回、5回、10回など『指定する回数に分けて支
払う方法』です。借入れ金利にあたる手数料がかかります。
（ただし、2回払いまでは手数料がかからないのが一般的）

• 分割回数が多いほど、１回に支払う金額は減らせますが、手
数料が高くなります（手数料が最高で年利15％程度に相当
する事例もあります）。

3回払いで！

1回

2回

3回

クレジットカードによる支払方法②２
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○ リボ払い（リボルビング払い）
・ カードの利用金額や利用回数にかかわらず、 『あらかじめ

設定した一定の金額を月々返済する方式』です。

利用金額

買い物①

買い物②

買い物③

２万円

７万円

１万円

支払残高

合計
10万円

月々の返済

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

・
・
・

５千円

５千円

５千円

５千円

５千円

５千円

月々の返済はあらかじめ
設定した一定額。
（左の例では毎月５千円）

支払残高（＋手数料）が
なくなるまで返済が続く。

リボ払いの手数料は、
多くが年利15%程度。

リボルビングとは、「回転」という意味。

クレジットカードによる支払方法③２



21

© 2025 J-FLEC All Rights Reserved.

2月の利用代金

３万円
3月の利用代金

６万円
4月の利用代金

９万円

○ 3ヶ月にわたって、クレジットカードで買い物をした場合

右図の例で、リボ払いの支払いが終わる
のは何月？

実際には、手数料を含めた金額を返済し
ていく必要があります。

右図の例で、３回分割払いとリボ払いで
は、支払う手数料の合計金額が多いのは
どちら？
（手数料の％は同じと仮定します。）

？

？

※支払日は翌月、手数料は省く

リボ払いの例２
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⚫ 分割払いの手数料

利用金額×100円あたりの手数料額÷100＝手数料

初回：初回の利用残高×手数料率×契約締結日から初回支払日までの期間

翌月以降：翌月の利用残高×手数料率×前回支払日から翌月以降支払日までの期間
・
・
・

分割払いは利用金額に対して、リボ払いは利用残高に対して
手数料が計算されます。

⚫リボ払いの手数料（ウィズアウト方式）

手数料の計算方法

※100円単位未満の端数が出たときには、その端数を第１回目の支払額に加算されるのが
一般的

※支払い中にさらにリボ払いでカードを使ったときは、その利用額が支払い残高にプラス
されます

２
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○ あるクレジットカード会社の手数料（例）
【分割払い】

【リボ払い】実質年率１５．０％（※初回の支払い分は手数料なしのカード会社もある）

支払回数 3回 5回 6回 10回 12回 15回 18回 20回 24回

実質年率（％）
12.00 13.25 13.75 14.25 14.50 14.75 14.75 14.75 14.75

利用代金100円当たり
の分割払手数料（円）

2.01 3.35 4.02 6.70 8.04 10.05 12.06 13.40 16.08

○ 先ほどの例で、手数料を実質年率15％で計算すると…

リボ払い
  手数料総額（※）

8,260円

［３月支払い分］  3万円×15％×28日÷365日＝346円
［４月支払い分］  7万円×15％×31日÷365日＝892円
［５月支払い分］14万円×15％×30日÷365日＝1,726円
［６月支払い分］12万円×15％×31日÷365日＝1,529円・・・

３回払い手数料総額
4,518円

3万円の3回払い手数料合計：753円
6万円の3回払い手数料合計：1,506円
9万円の3回払い手数料合計：2,259円
（日本クレジット協会 手数料計算シミュレーションによって試算
https://www.j-credit.or.jp/customer/basis/commission.html ）

※ 初月のカード利用日は月初、締日は月末、支払日は翌月初として計算。

（参考）手数料率について２

https://www.j-credit.or.jp/customer/basis/commission.html
https://www.j-credit.or.jp/customer/basis/commission.html
https://www.j-credit.or.jp/customer/basis/commission.html
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①カードを紛失した ②カードで買った商品を交換したい

③カードの支払口座を変更したい ④カードで買った商品をキャンセルしたい

⑤カードの支払いが遅れそう ⑥カードで買った商品が届かない

Ａ Ｂ

商品の品質や納期等
に関する相談

カードの利用、代金の支払い等
に関する相談

三者間契約で、何が関係する契約か、考えてみましょう

利用者

クレジット会社 加盟店

こんな時はどこへ相談？２
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①商品の引渡しや役務の提供をしてくれない

②商品に欠陥がある

③役務の提供内容に問題がある

④見本・カタログと現物・役務内容が違う

⑤商品の販売条件となっている役務を提供してくれない

⑥その他、契約に問題がある など

○クレジットカード（あるいは信販）に特有の法制度として、
割賦販売法第30条の４による『支払い停止の抗弁』があり
ます。

○クレジットカードで購入した商品や役務に、以下のような問
題があるとき、購入者は、クレジットカード会社からの請求
に対して、その支払いを停止することができるものです。

（参考）【コラム】支払い停止の抗弁①

（出所）日本クレジット協会の資料をもとに作成

２
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◆ ただし、次のいずれかに該当する場合、支払い停止はで

きません。

①一括払いなど割賦販売法の適用を受けない場合

②商品の購入が営業目的の場合

③現金販売価格に分割払い手数料を加えた総額が４万円未満の場

合（リボ払いの場合は現金販売価格が３万８千円未満の場合）

④支払い停止が信義に反する場合

◆ 支払い停止の申し出書面（割賦販売法第30条の４第３項
の書面）は、日本クレジット協会のウェブページに掲載さ
れています。

（参考）【コラム】支払い停止の抗弁②

（出所）日本クレジット協会の資料をもとに作成

２
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○ クレジットカードは非常に便利ですが、借金なので、支払
計画をしっかり立てて利用しましょう。

クレジットカード利用時のメリット

➢ 目の前のお金が減らないので、使い過ぎる心配がある。
➢ 分割払い・リボ払いは、借入金利にあたる手数料がかかる。
➢ カードの紛失・盗難などで悪用される危険がある。
➢ 支払い遅延などで「信用度」がさがると、ローンなどが

組めなくなる。

クレジットカード利用のメリットと留意点

クレジットカード利用時の留意点

➢ 代金を後払いにして商品等の購入ができる。
➢ 現金をたくさん持ち歩かなくてもよい。
➢ キャッシュレスなので通販などでの支払いが簡単。
➢ 分割払い・リボ払いを選べば、一度に払う負担を軽くできる。

２
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このほかにも…

・カードの貸与等禁止
・有効期限
・暗証番号
・年会費
・個人情報の取扱い
（個人信用情報）など

このほかにも…

・所有権留保
・支払い方法の種類
・手数料
・売買契約の解除

など

くわしくは…

・遅延損害金
・期限の利益の喪失

など

〇〇カード規約・規定集

第1章 総則 （例）

第1条（定義） 株式会社〇〇（以下、当社）は、株式会社○○○と連
携して発行する〇〇ブランドカードを、〇〇カードと
いいます。

第2条（会員） 当社所定の入会申込書等において、本規約を承認の
うえ、入会を申し込まれた方で、当社が審査のうえ、
入会を認めた方を「本会員」といいます。

第2章 ショッピング利用・金融サービス

第1条（標準期間） 本規約においては、前月16日から当月15日までを
標準期間といいます。

第2条（利用可能枠） 当社は本会員につき、期日ごとの利用可能枠として、
次の利用可能枠を審査のうえ、決定します。
（１）ショッピング1回利用可能枠
（２）ショッピングリボルビング払い利用可能枠
（３）ショッピング分割払い利用可能枠

・
・
・

（８）キャッシングリボルビング払い利用可能枠

第3章 支払方法その他

第1条（約定支払い日
と口座振替）

支払日は毎月10日（当日が金融機関等休業日の場合
は翌営業日）とします。

第4条（遅延損害金） 本会員が会員のカードの利用に基づく、当社に対す
る約定支払い額を約定支払日に支払わなかった場合
には、期限の利益損失の日の翌日から完済に至るま
で、以下に定める利率を乗じた損害遅延金を支払う
ものとします。

カード会社名、カード
のブランド名などが
書かれています。

代金の支払い期間や、
利用限度額の設定な
どに関して書かれてい
ます。

支払い期日や、支払いが実行
されなかった場合の取扱い、
退会やカード紛失時の取扱い
などについて書かれています。

(参考）契約書（約款）を読んでみよう！２
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ローンの基礎３
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○ ローンとクレジット共に仕組みの違いはあるものの、どち
らも 『後から返済（支払い）が必要な借入れ（借金）』です。

ローンの役割

賢く利用することで、ライフプランを実現する助けになります

• 特に高額なもの（住宅・自動車
など）を購入するときに利用
することで、全額貯めてから
買うよりも早く手に入れるこ
とができる。

• 借りたお金は、「金利」を付け
て返済しなければならない。

ローンの仕組み

利用者 金融機関

借りる

後から
少しず
つ返済

３
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○ ローンには、住宅・教育・自動車など使い道の限定されたものと、
使い道の自由なローン（カードローン等）があります。

○ 金利は『使い道・担保・利用者の信用度等』によって異なります。

金利の分布図（例）

カ
ー
ド

ロ
ー
ン

教
育

ロ
ー
ン住宅ローン

自
動
車

ロ
ー
ン

【使い道】

限定 金利低い、自由 金利高い

【担保】

あり 金利低い、なし 金利高い

【利用者の信用度】

高い 金利低い、低い 金利高い

使い道は自由 使い道は限定されている

ローンの種類

住宅ローン 住宅ローン

住宅ローン 住宅ローン

主なローンの種類

住宅ローン 教育ローン

自動車ローン カードローン

家を購入
するときに！

車を購入
するときに！

子どもの
教育費に！

使い道は
自由！

３
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○ 金利は常に一定ではなく、国内の景気や物価・金融政策・
外国為替の状況等によって常に変動しています。

○ 金利は、お金の使用料のことです。金融機関やローンの種
類によって異なります。

○ 借りる場合は、どこから借りるとよいか、『金利などの条件
をよく比較して考えましょう』。

銀行
信託銀行

信販会社

消費者
金融

金利を比較する３
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返済期間５年で100万円の自動車ローンを借りた場合

金利（年利）が１０％の場合と３％の場合で、

支払う利息の総額の差はいくらになるでしょうか？

（元利均等返済のケース）

① 約５万円

② 約１０万円

③ 約２０万円

クイズ

？

利息の計算３



34

© 2025 J-FLEC All Rights Reserved.

• 多数の業者からお金を借り、返済が困難になると「多重債務者」に！
• さらに返済できなくなると、何らかの形で債務を整理する必要があります

○ カードローンを利用するときに、避けたい３つのポイントが
あります。

①「つい借り過ぎてしまう」
②「無理な返済計画を立ててしまう」
③「返済のためにさらに『借りてしまう』」

借りすぎると・・・

カードローン利用にあたってのご注意

困ったときはひとりで悩まず、まずは相談しましょう。
相談先はこちら 多重債務についての相談窓口 ： 金融庁

（https://www.fsa.go.jp/soudan/）
※ 多重債務については第8回で詳しく説明します。

３

https://www.fsa.go.jp/soudan/
https://www.fsa.go.jp/soudan/
https://www.fsa.go.jp/soudan/
https://www.fsa.go.jp/soudan/
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「信用」とは４
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○ 金融機関がお金を貸すとき、貸す相手（消費者）を「信用」で
きるか「４つのC」という観点で判断するといわれています。

（Character－人格）
借りたお金を期日までに返さなくては
いけないことをきちんと理解し、返そう
とする意志があるかどうか

（Capital－資産）
収入が減ったり、病気やケガなどで働け
ない事態が生じたとしても、返済が滞ら
ないだけの資産を持っているかどうか
あるいは十分な担保があるかどうか

（Control－自己管理）
自分の返済能力の範囲内で
計画的に利用し、計画的に返済すること
ができるかどうか

（Capacity－支払能力）
借りたお金を滞りなく返済していけるだ
けの収入があるかどうか

信用の判断４

1社が持っている情報だけでは不十分なので、 「利用者の信用情報
を登録し交換する仕組み」として、「個人信用情報機関」があります。
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個人信用情報機関

銀行

消費者

②個人信用情報の
登録

①借入れの取引

④個人信用情報の
照会・回答

③新規の
借入れ申込み

⑤貸付実行

貸付事業者

○ 消費者の個人信用情報（借入れの情報、延滞の情報など）は

『個人信用情報機関』に登録されます。

○ 個人信用情報は、消費者から借入申込みを受けた他の会社

も見ることができます。

個人信用情報機関４



38

© 2025 J-FLEC All Rights Reserved.

１．支払いを求める電話等が来る。
• 当月支払いが無かった（遅れた）旨の情報が個人信用情報機関

に登録される。
• 遅延損害金の支払いが発生する。
• クレジットカードの一時利用停止の措置がとられる。

２．さらに、３か月支払いが遅れると、「延滞」の取扱いとなり、そ
の旨が個人信用情報機関に登録される。

• その後も未払いであると、クレジットカードの強制解約（退会）、
クレジットカードの新規作成やローンの申し込みができなくな
る可能性等がある。

支払い遅延の影響（一例）

○ 支払いを遅延すると、以下のような影響があります。

４
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銀行系 クレジット・信販系 消費者金融系

機関名 全国銀行個人信用情
報センター
（全国銀行協会）

株式会社シー・アイ・
シー

株式会社日本信用情報
機構

関係法令 銀行法 割賦販売法
貸金業法

貸金業法

会員 銀行、信用金庫、

農協などその他金融機
関、保証会社、日本学
生支援機構など

クレジットカード・

信販会社、貸金業者、
金融機関、保証会社
など

消費者金融会社、
クレジットカード・

信販会社、金融機関、
保証会社など

○ 日本には３つの個人信用情報機関があります。
○ 独立して運営していますが、延滞等の事故情報は交流して

います。

（参考）３つの個人信用情報機関４
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①本人情報…氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等

②取引情報…借入金額、借入日等の契約内容や、返済状況

③照会記録情報…会員がセンターを利用した日、借入の申込内容等

④不渡情報…個人が発行した手形・小切手の不渡情報

⑤官報情報…個人の破産手続開始決定、民事再生手続開始決定等

⑥本人申告情報…本人からの申告内容

        （本人確認資料の紛失、「借り入れをしない」との申し出等）

⇒自分の登録情報は、「本人開示」手続きで確認可能

（全国銀行個人信用情報センターの例）
（参考）個人信用情報機関に登録される情報４
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日本学生支援機
構の奨学金は大
学生の約2人に
１人が利用。

卒業後（就職後
ではない）、7か
月目から返還が
始まる。

機構の奨学金に
は、給付型と貸
与型（無利子、有
利子）がある。

３か月以上の返還
延滞（延滞金利：
３％）は延滞情報が
機構から個人信用
情報機関に登録さ
れる。⇒ローンやク
レジットカードの利
用に影響が出る可
能性。

貸与型奨学金が
中心： 借り入れ
ているのは大学
生本人で、ロー
ンと同じ。

経済的に困窮し

たら、減額返還

や返還猶予の申

請を検討。まず

は電話で機構に

相談。

Point 1 Point 2 Point 3

Point 5 Point 6 Point 7

貸与型奨学金は、独立行政法人日本学生支援機構からの借入れです。

経済的に困窮した場合、無理はせず、減額返還や返還猶予の申請を検討してください。

有利子（第二種）の場合、貸与利率の上限は
３％。令和７年３月貸与終了者の基本部分の
利率は、利率固定方式が1.641％、利率見直
し方式が1.100％（概ね５年ごとに見直され
る）

Point 4

第二種
  借入額

月3万円で
4年間

月5万円で
4年間

借入総額 144万円 240万円

返還総額 161万1,555 円 272万8,351円

返還期間 13年間 15年間

毎月の
返還額

10,330 円 15,157円

（出所）金融経済教育推進会議コアコンテンツほか

（補足）奨学金利用時のポイント４
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人的担保

親や親戚などが保証人となり、
「借りた人が返せなかったら、代
わって返済する」と約束するの
が人的担保です。

連帯保証人

○ 「担保」とは、借りたお金を返済できなくなった場合の備え
として、借りる人が貸す人に提供するものです。「信用」を高
める効果があります。

○ ものを提供する『物的担保』と、人が保証人になる『人的担
保』があります。最近は、保証人よりも保証会社による保証
が主流です。

物的担保

代表例は家や土地などの不動
産です。万が一、返済できなく
なった場合は、担保としていた
家は売却されて、返済に必要な
資金をつくります。

家・土地・預金など

「担保」について４
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○ 人的担保には、「保証人」と「連帯保証人」がありますが、以下
のような違いがあります。

○ 連帯保証人になるということは、自分が借りるのと同じです。
○ 安易に連帯保証人にならないよう、注意しましょう。

保証人 連帯保証人※

「まずは借りた本人に請求して」と言える。
（催告の抗弁権）

左記抗弁はできず、本人にかわって（極度
額の範囲で）返済する義務あり。

「借りた本人の財産から返済してもらい、
足りない分だけ払う」と言える。
（検索の抗弁権）

左記抗弁はできず、本人にかわって（極度
額の範囲で）返済する義務あり。

保証人が複数いる場合、頭数で割った金
額のみ返済すればよい。

他に連帯保証人がいても、（極度額の範囲
で）返済しなければならない。

※連帯保証人に厳しい契約のケース

保証人と連帯保証人

債権者から返済を迫られたとき

４
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金融機関との間で、あなたの「信用」を高める、ある
いはさらに信用を損なわないようにするために効果
があると考えられることは、次のどれでしょうか？

①少額でも期日にきちんと返済する。

②支払いが遅延しそうになったら、すみやかに金融機関
に相談する。

③将来に亘って、安定的な収入の見込みがあることを金
融機関に伝える。

？

信用を高める、損なわないようにするには４
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➢ クレジットカードなど「後払い」は借金です。後できち
んと払えるときのみ利用しましょう。

➢ ローンや分割払い・リボ払いのクレジットなどを利用
するときは、いま本当に必要な支出か考えましょう。

➢ 金利・手数料は複数の金融機関をしっかり比較検討し
ましょう。

➢ 少額でも期日にきちんと返済するなど、あなたの「信
用」を大切にしましょう。

今回の講義のまとめ


